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2025年4月施行の改正育児・介護休業法への対応

◆2025年度から支給率が低下する高年齢雇用継続給付

◆改めて確認する就業規則作成の意味

◆ストレスチェックの概要と活用



規程等の修正が必要な改正
[子の看護休暇の見直し]
　現在、小学校就学の始期に達するまでの子
を養育する従業員が取得できる「子の看護休
暇」について、対象となる子の範囲が小学校3
年生が修了するまでに拡大されます。また、休暇
の名称が「子の看護等休暇」に変わり、取得事
由として、これまでの①病気・けが、②予防接
種・健康診断に、③感染症に伴う学級閉鎖等、
④入園式、卒園式、入学式が加わります。
[子の看護休暇・介護休暇の見直し]
　現在、労使協定を締結することで子の看護
休暇および介護休暇を取得できる人から「継
続雇用期間6ヶ月未満の従業員」が除外できま
すが、これが廃止されます。労使協定を締結して
いる会社では、労使協定の見直しが必要です。
[所定外労働の免除 ]
　3歳未満の子を養育する従業員が請求した
とき、会社は所定労働時間を超える労働を命じ
ることができません。これについて、請求可能と
なる従業員の範囲が小学校就学前の子を養育
する従業員に拡大されます。

運用の整備が必要な改正
[雇用環境整備 ]
　従業員の介護離職防止のために、介護休業・
介護両立支援制度等に関し、会社は以下の①
～④いずれかの措置を講じることになります。

[個別周知・意向確認 ]
　会社は、介護に直面したことを申し出た従業
員に対し、制度等の内容や申出先、雇用保険の
給付金についてを周知し、介護休業の取得・介
護両立支援制度等の利用の意向の確認を個
別に行うことが必要になります。
[情報提供 ]
　従業員が介護に直面する前の早い段階（従
業員が40歳になるとき等）に、介護休業や介護
両立支援制度等の理解と関心を深めるため、
介護休業制度等に関する事項を情報提供する
ことが求められます。

これらの他に、3歳未満の子を養育する従業員や要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワー
クを選択できるようにすることが努力義務化されることなども盛り込まれています。広範な対応が求めら
れるため、早めに準備に取り組むことをお勧めします。
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2025年4月施行の
改正育児・介護休業法への対応
2025年4月1日と10月1日の2回に分けて改正育児・介護休業法が施行されます。4月に施行
される内容は、就業規則（育児・介護休業規程等）や労使協定の修正が必要なものと、会社とし
て運用方法を決めておくべきものがあります。以下では、この双方について解説します。

① 研修の実施
② 相談体制の整備（相談窓口設置）
③ 自社の従業員の利用の事例の収集・提供
④ 自社の従業員へ利用促進に関する方針の
周知

社会保険労務士法人ジャスティス



高年齢雇用継続基本給付金
　高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳に達
したとき等の賃金額に比べ、その後に支給され
る賃金が75％未満に低下した状態で働き続け
る60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険
者に支給される給付金です。
　支給要件を満たした被保険者がハローワー
クへ申請することにより、支給対象となる各月
に支払われた賃金の最大15％の給付金が支
給されます。なお、申請手続きは通常、会社を通
じて行います。

給付金の支給対象者
　高年齢雇用継続基本給付金の支給対象とな
る人は、60歳以上65歳未満の一般被保険者
であることに加え、被保険者であった期間が通
算して5年以上あることが必要です。そのため、
例えば57歳で退職してから基本手当等を受給
し、58歳で再就職をした後に60歳に達したと
しても、被保険者期間が5年未満の間は支給さ
れません。

支給率の引き下げ
2025年4月1日以降は、現在の支給率の上

限が引き下げられ、賃金の低下率が75％以上
のときは支給されず、64％以下のときは10％と
なります。64％超75％未満のときには、0％～
10％の間で賃金の低下率に応じた率が計算式
により算出されます。

引き下げの対象者
　支給率が引き下げとなる人は、2025年4月1
日以降に60歳に達した日(その日時点で被保
険者であった期間が5年以上ない人はその期間
が5年を満たすこととなった日)を迎えた人です
（図参照）。2025年3月31日までに受給資格が
発生した人は、変更前の支給率が引き続き適用
されます。

希望者全員 65歳までの雇用義務化に人手不足も加わり、多くの企業で 60歳以降の従業員が重要な戦力
となっています。これに伴い、60歳以降の賃金額の減額幅の見直しを進めるケースが増加しています。一方で、
賃金額が低下している従業員にとって高年齢雇用継続基本給付金は生活に影響を与えるものでもあるため、
特に今回の支給率の引き下げの対象となる従業員には制度の内容をしっかりと説明しておきましょう。
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2025年度から支給率が低下する
高年齢雇用継続給付
2025年4月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付における支給率が変更になります。今回
は高年齢雇用継続給付のうちでも対象となる人が多い「高年齢雇用継続基本給付金」につい
て、制度の概要と変更内容を確認します。

社会保険労務士法人ジャスティス
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改めて確認する就業規則作成の意味
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

先日、中途で入社した従業員から就業規則を見せてほしいと言われました。当社ではイン
トラネットに公開しているので、その保存場所を伝え、見てもらったのですが、前職では印
刷したものをもらっていたという話がありました。印刷して渡す必要があるのでしょうか。

会社には周知義務があり、従業員が見たいときに、いつでも見られるようにしておく必要
がありますが、印刷して渡すことまでは求められていません。

なるほど。前職の会社では、なぜ印刷して渡していたのでしょうか？

就業規則は、従業員の賃金や労働時間などの労働条件、従業員に期待することや従業
員として守らなければならない職場の規律などを明文化したものです。その会社で働く
ためのルールブックですから、会社としては、従業員に就業規則の内容をきちんと理解し
てもらうことが求められます。前職の会社では、就業規則の内容を従業員に知ってもらう
ために、渡していたのだと思います。

就業規則の内容も重要ですね。就業規則の規定が実際の取り扱いと違っていては困りま
すし、最近の職場を取り巻く環境にも対応できているかも確認したいですね。例えば、情
報管理においては、SNSなどの取り扱いルールなども定めておきたいところです。

確かにそうですね。早速、就業規則を確認してみたいと思います。

そうですね。新型コロナの感染拡大を経て、職場環境も大きく変わっていますので、就業
規則を見直すにはよいタイミングではないかと思います。

① 就業規則は、会社で働くうえでのルールブックになるため、内容と実態が合っていること、
時流にあっていることが求められる。そのため、定期的に見直す機会を設けるとよい。

② 就業規則の内容を理解してもらうために、例えば入社してきたときに、時間を確保して、
会社が守ってほしいこと等、就業規則の内容を説明するという方法がある。

「知らない」と言われないためということですね。

そうかも知れませんし、会社のルールを深く知って欲しいという想いがあったのかも知れ
ませんね。ルールの周知という点では、就業規則を印刷して渡すのもよいですが、入社時
に就業規則を説明する時間を確保するという方法もあります。実際、入社時に総務から手
続き等の説明をされる時間があると思いますので、その時間を長くして、就業規則の中で
も重要な点は説明していくのもよいでしょう。

なるほど。従業員に守ってほしいこと等は、しっかり伝えたいと思いますので、入社時に時
間を確保する方法が当社にはよさそうです。

ここ数年、当社の就業規則を見直していないので、一度点検した方がよさそうですね。

社労士

ONE 
POINT
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ストレスチェックの実施
　ストレスチェックを実施する主な目的は、労
働者自身のストレスへの気付きを促し、労働者
がメンタルヘルス不調となることを未然に防止
することにあります。
　ストレスチェックは、常時使用する労働者に対
して、1年以内ごとに1回実施することになって
います。義務となっていることは会社に対して、従
業員にストレスチェックの受検の機会を与えるこ
とであり、実際にストレスチェックを受検するか
否かは従業員の判断に委ねられています。

ストレスチェック受検後の流れ
　ストレスチェックを受検した後、その結果は
直接本人に通知され、本人の同意がない限りは
会社に提供されることはありません。
　ストレスチェック受検後に会社がやるべきこ
とは、高ストレスと評価された労働者から、医師
による面接指導の申出があった際に面接指導
を実施することです。そして、医師による面接指
導を実施した後、会社は必要に応じて就業上の
措置を講じる必要があります。

ストレスチェックの活用
　ストレスチェックには、労働者自身のストレス
への気付きのほかに、検査結果を集団分析し、
職場環境の改善につなげることも目的に含ま
れていることから、厚生労働省も集団分析の実
施を推奨しています。
　集団分析は、原則10人以上を集計単位とす
る必要があり、部署の人数が10人を下回る場
合は、複数の部署を合算して分析したり、分析を
直接部門と間接部門としたりするなど、集計の
単位を大きくして集計することが求められます。
　集団分析については、会社の総務担当者だ
けでは結果の解釈が難しいことがあります。こ
のような場合、例えば、外部の機関の産業保健
総合支援センター（さんぽセンター）を活用し、
メンタルヘルス対策促進員に集団分析結果の
解釈等について助言をもらうという方法も考え
られます。

ストレスチェックは 2015年12月からスタートし、丸9年が経過しました。ストレスチェックはその必要
性を伝えて、できるだけ多くの従業員に受検してもらえるようにしたいものです。そして、必要に応じて集
団分析を行うなどして、職場環境の改善につなげていきましょう。
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ストレスチェックの概要と活用
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務付けられているも
のです。常時50人未満の事業場については努力義務とされていますが、現在、この規模要件を
撤廃し、すべての事業場で義務化する法改正に係る議論が行われています。以下では、ストレス
チェックの概要と活用についてとり上げます。

社会保険労務士法人ジャスティス
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引き上げ割合は91.2％
　上記調査結果から、賃金改定状況（予定を
含む）をまとめると、下表のとおりです。
　調査結果全体の1人平均賃金を引き上げ
た・ 引き上げる（以下、引き上げた）企業の割合
は、2024年は91.2％でした。この割合は、過
去最高の数字です。 2024年の1人平均賃金を
引き下げた ・ 引き下げる （以下、引き下げた）は
0.1％、賃金改定を実施しないが2.3％、未定が
6.4％となりました。

産業別の状況
　産業別の状況について、2024年の引き上げ
た割合をみると、電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業が

100％となり、建設業、製造業、金融，保険業も
95％を超えました。引き下げた企業があったの
は、情報通信業と宿泊業，飲食サービス業、教
育，学習支援業でした。改定を実施しない割合
は、運輸業，郵便業が10％を超えました。未定
の割合は、生活関連サービス業，娯楽業と運輸
業，郵便業、宿泊業，飲食サービス業が10％を
超えています。未定の割合が高い産業の場合、
調査実施後に賃金引き上げ企業の割合が高ま
る可能性があります。
　地域別最低賃金を1,500円にする政府目標
の下、今後も大幅な最低賃金の改定が続くもの
と思われます。企業にとっては、こうした改定に
よる人件費の増加に対応するための体質強化
が求められます。

2024年の賃金改定状況を
振り返る
2024年10月に、賃金引き上げ状況に関する調査結果※が発表されました。ここではその結果か
ら、 産業別に2024年の賃金改定状況をみていきます。

※厚生労働省「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」
　2024年 7月～8月にかけて、産業、企業規模別に抽出した常用労働者 100人以上を雇用する会社組織の民営企業 3,622社を対象に行われた調査です。
有効回答率は 49.2％です。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/24/index.html

引き上げた 引き下げた 改定を実施しない 未定
2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2024年

全体 89.1 91.2 0.2 0.1 5.4 2.3 5.3 6.4
建設業 99.7 99.7 0.3 - - 0.3 - -
製造業 97.4 98.7 0.3 - 1.6 0.4 0.7 0.9
電気 ･ ガス ･ 熱供給 ･ 水道業 92.9 100.0 - - - - 7.1 -
情報通信業 91.8 91.7 - 0.4 1.9 1.7 6.3 6.2
運輸業，郵便業 71.0 74.4 - - 14.5 11.7 14.5 13.9
卸売業，小売業 89.2 91.1 0.1 - 5.4 0.0 5.4 8.9
金融業，保険業 91.0 95.1 0.3 - 1.7 - 6.9 4.9
不動産業，物品賃貸業 92.3 93.9 - - 5.4 1.8 2.2 4.3
学術研究，専門 ・ 技術サービス業 91.4 91.6 - - 4.3 1.9 4.3 6.5
宿泊業，飲食サービス業 77.4 82.2 1.1 1.1 8.1 6.3 13.4 10.4
生活関連サービス業，娯楽業 79.4 76.2 - - 12.4 7.7 8.2 16.1
教育，学習支援業 85.4 87.8 - 1.0 6.1 3.7 8.5 7.5
サービス業 （他に分類されないもの） 86.9 85.6 - - 8.7 3.0 4.4 11.4

厚生労働省「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」より作成

産業別の賃金改定状況 （％）

社会保険労務士法人ジャスティス
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60歳代の社長が26.2％に
　中小企業庁の調査結果※から、2023年6月
時点の中小企業の社長（個人事業主含む）の
年代別割合をまとめると、表1のとおりです。

　60歳代が26.2％で最も高く、50歳代と70
歳代も25％台となりました。50～70歳代で
全体の75％程度を占めています。

設立時期別の承継意向
　次に中小法人企業の設立年別に、事業承継
の意向をまとめると表2のとおりです。

　調査結果計では、今はまだ事業承継を考えて
いないが45.0％、親族内承継を考えているが
30.8％となりました。
　設立年別の事業承継を考えている回答の中
では、親族内承継の割合が2016年を除いて最
も高くなりました。中でも1995年以前設立の
企業では、30％を超えています。

　事業承継は経営者にとって最も重要な経営
判断になります。後継者の育成などの準備も必
要で、実際の承継には長い期間が必要になりま
す。経営者の年齢と事業の現状を考え、早めに
取り組むことが求められます。 

中小企業の事業承継の意向
新しい年を迎える時期になりました。自社の将来などを検討する経営者もいらっしゃるでしょ
う。ここでは、経営者にとって最も重要な判断である事業承継に関するデータをご紹介します。

中小企業庁「令和5年中小企業実態基本調査（令和4年度決算実績）確報」より作成

【表2】 法人企業の設立年別事業承継の意向 （％）

20歳代以下 0.1
30歳代 1.9
40歳代 13.7
50歳代 25.5
60歳代 26.2
70歳代 25.0
80歳代以上 7.6

【表1】 社長の年代別割合 （％）

中小企業庁「令和5年中小企業実態基本調査
（令和 4年度決算実績）確報」より作成

設立年
計 2019年

以降 2018年 2017年 2016年
2006～
2015年

1996～
2005年

1986～
1995年

1985年
以前事業承継の意向

親族内承継を考えている 30.8 19.7 19.1 18.3 13.6 21.1 28.0 32.2 38.0
役員 ・ 従業員承継を考えている 6.8 7.2 4.6 7.1 4.1 5.3 8.4 6.3 7.2
会社への引継ぎを考えている 1.6 2.1 0.7 0.5 0.8 1.2 1.7 1.5 1.9
個人への引継ぎを考えている 0.6 0.4 1.2 0.4 0.4 0.8 0.5 0.5 0.5
上記以外の方法による事業承継
を考えている 2.2 1.8 1.3 5.6 0.5 2.4 3.3 2.1 1.8

現在の事業を継続するつもりは
ない 10.9 12.6 5.6 9.0 17.2 9.6 10.2 14.4 9.9

今はまだ事業承継について
考えていない 45.0 52.0 66.8 58.6 61.8 58.1 46.5 40.5 38.3

その他 2.1 4.2 0.7 0.6 1.6 1.4 1.4 2.5 2.5

※中小企業庁「令和 5年中小企業実態基本調査（令和 4年度決算実績）確報」
　総務省の「経済センサス基礎調査」等の結果をもとに抽出した、全国の中小企業約11万社を対象にした調査で、2024年 7月末に発表されました。有効回
答率は41.7％です。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001219980&cycle=7&year=20230
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TEL:0823-30-3012
FAX:0823-30-3021
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ジャスティスの冨永です。
みなさんお花って興味ありますか。
私は正直あんまり興味がなく、お花を見に行っ
たり、部屋に飾ったりすることはありませんで
した。

毎年、うちの庭に義母が植えたあじさいが咲く
のですが、ふとあじさいを玄関に飾ってみよう
と思って飾ったら、玄関がすごく明るくなって
花を飾るっていいなと思い、一昨年の夏くらい
から飾っています。

それ以来、お花屋さんにお花を買いに行って、
花の種類と色の組み合わせに毎回悩んで、買っ
て帰って、花瓶に入れて飾るのにどんな入れ方
をすればいいのかわからないまま、毎回、これ
でいいかって感じで飾っていました。

　『　花のある生活	　』	

年末年始休業期間のお知らせ

弊社の年末年始休業をご案内いたします。
誠に勝⼿ながら、下記期間を年末年始休業とさせていただきます。
皆様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

ある日、「お花配達します！！」って書いてあ
るお花屋さんの新聞広告を見つけて、試しにど
んなものがくるのか頼んでみました。

お花が届いてみて、さすがお花屋さんだ！！め
っちゃセンスいい！！って感動しました。
私が見たことがない花だったり、花以外に木の
実や飾ってかっこいい草？のようなものも一緒
に入っていました。

サブスクで毎月2回届けてもらえて、1回1,000円
で、私が2週間に1回お花屋さんに買いに行くの
と同じくらいの金額だし、こんなセンスのいい
花束が届くのだったら最高じゃん！！って思っ
て、毎回届くのを楽しみにしています。

お花を玄関に飾るようになって、玄関が明るく
なるのもいいし、お花を見ると気分も明るくな
ります。なんだか運気も上がった気がするんで
すよね♪（気のせいかもしれませんが笑）
これからも続けてお花を飾っていこうと思いま
す。

私が飾ったお花
お花屋さんの

センスのいい花たち

2024年12⽉28⽇（⼟）〜2025年1⽉5⽇（⽇）



年末年始にオススメの映画（その１）

年末ですね！
皆さまは年末年始どのようにお過ごしになられるのでしょうか？
僕は映画が好きでよく観るのですが、今回は年末年始にオススメの映画をご紹介したいと思います。

ご紹介するのは下記の３本です。

　①スパイ・ゲーム（2001年公開　　出演：ロバート・レッドフォード、ブラッド・ピット）
　②マネーボール　（2011年公開　　出演：ブラッド・ピット）
　③グッド・ウィル・ハンティング（1997年公開　出演：マット・デイモン、ロビン・ウィリアムズ）

今回は文字が多めとなっておりますが、お付き合いいただけると幸いです！

※今回は５ページ構成です

1
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年末年始にオススメの映画（その２）

【①スパイ・ゲーム】

それは、ブラピのことを理解していたと思って
いたレッドフォードに大きな「誤算」があった
から。それに気付いたレッドフォードは、たった
一人で24時間以内に中国政府とCIAを相手に自分
の全てを犠牲にして救出することを決意します。

2

3 4

5 6

作：社労士法人ジャスティス
　　ながやま

日常

時々

仕事

日常

時々

仕事 vol.9

アメリカの伝説のCIA工作官（スパイ）である、ロバート・レッドフォードは、ブラッド・ピットを
スカウトして、師弟関係になります。ブラピは優秀なスパイとして活躍しますが、徐々にレッドフォー
ドの考え方に疑問を抱くようになり、両者は決別してしまいます。
決別から長い月日が経ち、レッドフォードがCIAを引退する日に、かつての弟子であるブラピが
中国でスパイ容疑として逮捕され、２４時間以内に処刑されることを知ります。

しかし、アメリカ政府はブラピを救出
することはせず、上司であったレッド
フォードに「諦めろ」と促します。

＜この映画の見どころ＞
・息を呑む頭脳戦（闘いはオフィスで繰り広げられる）
・レッドフォードが最高の上司
　（僕が憧れる上司ランキング第１位）
・この映画でブラピのウルフヘアが当時流行した
・エンディングが泣ける

決別後、ブラピは別の上司のもとで働いていましたが、
その上司によると、中国に捕まる前にブラピが消息不明に
なったとのこと。状況が理解できないレッドフォードは悩み
ます。ブラピはなぜ単独で中国にスパイを働いたのか？
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年末年始にオススメの映画（その３）

【②マネーボール】

二人は苦悩しながらも必ず勝てるチームになるこ
とを信じ、時に選手たちを鼓舞し、時に非情とな
ります。すると少しづつ変化が現れ・・。
二人が選んだ道の結果、アスレチックスは勝てる
チームになったのか？

7

8 9

10 11
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メジャーリーグのアスレチックスのGMを務めるブラピが、球団の再建を描く実話映画です。
アスレチックスは資金力がない球団でありながら、資金力があるヤンキースやドジャースと同じ
戦略を採用しており、これでは当然に勝てるわけがありません。
ブラピは、抜本的に球団の在り方を改革しようとしますが、部下たちは変化を嫌い伝統を重んじて
「このままでいい」と頑なに反対します。

そんな時、別の球団にいた新卒の
ピーターに出会います。
彼は、新たな手法で選手を客観的に
評価する手法を用いていました。

＜この映画の見どころ＞
・野球映画ではなく「マネジメント映画」
・球団を「会社」に置き換えて観ると、マネジメン
トの勉強になる（部下を持つ人全員にオススメ）
・ブラピが他球団のお偉いさんのデスクに置いてあ
るポップコーンを目の前で勝手に食べるシーン

ブラピはピーターをアスレチックスに引き抜き、二人で球団
の再建を目指します。しかし、周りは敵だらけで誰も二人に
力を貸そうとはしません。
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年末年始にオススメの映画（その４）

【③グッド・ウィル・ハンティング】

両者は分かり合えず、衝突を繰り返します。
しかし、ウィリアムズはデイモンがこれまで出会
ったきた人達とは違う形で彼の心を開こうとしま
す。なぜならウィリアムズ自身も最愛の妻の死を
乗り越えて人生を切り開きたかったから。
二人の人生はどのように変わっていくのか・・

12

13 14

15 16
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マットデイモンは生まれながらに天才的な頭脳をもった青年（いわゆるギフテッド）。
しかし、幼少期に負ったトラウマから心を閉ざしており、その頭脳も人をコケにするため位にしか
使わず、その日暮らしをしています。彼を利用したいという大人は沢山いて、このことも自分の
頭脳を活かそうとしない理由でした。そんな誰にも心を開かないデイモンが、最愛の妻を病気で亡くして
人生に絶望している精神分析医であるウィリアムズに出会うことで徐々に変化していきます。

デイモンは、好きな人ができても
素直になれず、心とは反対の発言や
行動を繰り返します。

＜この映画の見どころ＞
・何が幸せなのかを改めて見つめ直せる映画
・人間という複雑な生き物の特徴を表現した映画
・デイモンの親友（悪友）が最後に、「親友だから
こそ、はっきり言うぜ」と言って、デイモンに現実
を突き付けるシーンからのエンディングが泣ける

ウィリアムズに対しても、彼の部屋に飾ってある絵画や
並んでいる本を見て、「あんたはこんな人間だ」と勝手に
値踏みをして、相手の心をズタズタに切り裂きます。
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お⽶がなくなりそうなんだけど・・
お⽶がなくなりそうなんだけど・・

お⽶⼤�き

年末年始にオススメの映画（その５）

以上、３本の映画をご紹介しました。
この３本はサブスク（アマゾンプライム、NETFLIX、U-NEXTなど）でも視聴が可能だと思いますので、
お時間がある方は、ぜひご覧になってみてください。

よく「なんで映画が好きなの？」と聞かれることがあります。
あまり考えたことがなかったのですが、改めて考えてみると理由は２つあります。

１つ目は、僕は映画から学べることは沢山あると思っています。
生きるための人生観・物事の考え方だったり、仕事に通じるマネジメント方法・表現方法だったり。
ビジネス書も読みますが、映画は観る人によって捉え方や解釈の仕方が異なるのが面白いと思いますし、
文字だけでは表現できない世界がありますよね。

そして映画が好きな理由の２つ目は、「映画を観ている２時間は自由はないが、不安もない」からです。

今回ご紹介した３本の映画が、皆さまの時間を有意義なものにできたら幸いです。
本年も大変お世話になりました！それでは、皆さま良いお年を！
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いやぁ～映画って本当にいいものですね さよなら、さよなら、さよなら～
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